
特定金属くず買受業を営む皆様へ！！  

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 、 金 属 盗 対 策 法 が 施 行 さ れ ま す  ※

 　 ※盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

　主 と し て 銅 か ら な る 金 属 く ず を 買 い 受 け る 場 合 に  

　 届 出 や 相 手 方 の 本 人 確 認 を し な く て は な り ま せ ん
 

●　届 出 に つ い て  

 ● 金属盗対策 法が施行され る令和８年 ６月１日時 点で、既に特 定金属くず買受業を営ん

　 で い る 方 は 、 ３ か月 の 経 過 措置 が 設け られ て いる た め、 令和８年８月３１日までに届出
　 をしていただく必要があります。 

 ●特定金属くず買受業を営もうとする方は営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の  
    所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

　　※　 届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合は、６か月以下の拘禁刑若しくは  

　 　 　 １ ０ ０万円以下の罰金、又はこれが併科されます。  

相 手 方 の 本 人 確 認 ・ 取 引 記 録
※ 　 令 和 ８ 年 ６ 月 １日 時 点 で 、 特 定 金 属 く ず買 受 業 を 営 ん でいるが 、 未 だ届 出 を  

  していない事業者（個人を含む）でも、除外されませんので注意してください。  

● 　 相 手 方 の 本 人 確 認  

 ●買受け相手方 ※の本人確認を行うことが義務になります。  

   本人確認の際、顔写真付き身分証明書が必要です。

  例  運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等

  ※   買受けの相手方とは、売買契約等の名義人となっている法人や自然人です。

● 　 本 人 確 認 記 録 の 作 成  

 　特定金属くず買受けを行った場合、以下を記録してください。 

 　（様式の定めはありません） 

●本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項  

●本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 

●本人確認書類又は補完書類の提出（写しの送付）を受け取った時は、当該提示 

  （写しの送付）を受けた日時

● 　 取 引 記 録 の 作 成  

   特定金属くず買受けを行った場合、以下を記録してください。 

   （様式の定めはありません） 

●買受けの相手方の氏名又は名称 

●買受けの日付及び時刻  

●買い受けた特定金属くずの量・特徴・価額 

●買受けに係る代金の支払方法  

 （過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって、買受 

 けに係る代金の支払をその者の預金又は預金の口座への振込みの場合は、「口座番号 

 その他の当該口座を特定するために必要な事項」を記録） 

● 　 本 人 確 認 記 録 ・ 取 引 記 録 の 保 存  

●当該記録を３年間保存しなければなりません。

● 　 そ の 他  

● 買受けの際に本人確認を拒否するなど怪しいと感じた場合は、＃９１１０や１１０番通報

 　での申告をお願いします。

● 一 定 の ケ ー ブ ル カ ッ タ ー ・ ボ ル ト ク リ ッ パ ー を 業 務 そ の 他 正 当 な 理 由 な く 隠 し て 

 　携帯することは禁止されています。

罰則   １年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金
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